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論文

人工知能と 倫理

伊藤 博文† （ 愛知大学法科大学院）

要旨

人工知能の進化にと も な い人工知能の振る 舞いが高度にな ればな る ほど ， その振る 舞いの価

値判断が問題と な る 。 そこ で多く の先端技術開発では倫理を 用いて 振る 舞いを 規律し よ う と し

て いる 。 こ の倫理と いう も のを 再検討し ， 倫理と いう 社会規範に依拠する こ と がど のよ う な 意

味を 持つのかを 検討する 。 そし て， 倫理と いう も のが人工知能開発によ っ て ど のよ う に相互の

影響を 受ける のか， 問題点の指摘と あ る べき 姿を 考察する 。

キ ーワ ード ： 人工知能， 社会規範， ト ロ ッ コ 問題， e 倫理

1． はじ めに

本 稿 の 目 的 は， 人 工 知 能（ A I : 

A r tif icia l I n tellig ence） と 倫理（ E th ics）

について考察する こ と にあ る 。 進化し 続

ける 人工知能開発段階では， 倫理と いう

社会規範（ Socia l Norm ） に， 開発方向の

判断において 依拠する と こ ろ が大き く ，

方向性を 誤ら ないためにも ， 倫理と いう

規範（ Norm ） の意義づけ と 限界点を あ

き ら かにする 必要があ る 。 倫理規範定立

における 問題点の指摘及びあ る べき 姿の

† 愛知大学法科大学院教授。 以下のメ ールアド

レ ス に忌憚なき 意見や批判を送付し ていただけ

れ ば 幸 い で あ る 。 hirofum i@ law school.aichi-u. 

ac.jp。 今後，本稿の改定が必要な場合は，改定版

を http://cals.aichi-u.ac.jp/project/PN0160.htm l 

にて PDF フ ァ イ ルで公開する 予定であ り 適宜

参照いただければ幸甚である 。 ま た， 本稿引用

文中URL の最終アク セス 確認日は2017年9月13

日である 。

考察する こ と が本稿の目的でも あ る 。

最初に， 問題の所在を 明ら かにする た

めに， ト ロ ッ コ 問題（ T r olley Prob lem ）2

を 例と し て考える 。

202x 年人工知能を 搭載し た 自動運転バ

ス は， 巡回コ ース を 走行し て いた。 交差点

に差し 掛かっ た時， 大型ト レ ーラ ーが信号

を 無視し て 交差点内に突入し よ う と し て い

る 。 こ れを 避ける ため操縦舵装置（ ハン ド

ル） を 右に切る と 衝突は避けら れる が， 登

校中の小学生の通学列に突入し ， 12 名ほど

の児童の死傷は避けら れな い。 こ のま ま ト

レ ーラ ーと 衝突すれば， 乗客 5 名は確実に

衝突死し 自ら も 大破する 。 乗客の 4 名は高

2 https://ja.w ikipedia.org/w iki/ ト ロ ッ コ 問 題

こ のト ロ ッ コ 問題への取組と し て有名なも のに

は， MIT が行っ ている Moral Machine がある 。

http://m oralm achine.m it.edu/hl/ja
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齢者であ り 1 人は介助し ている 40 代女性で

あ る 。

こ の時， 自動運転を 行う 人工知能はど の 

よ う な 判断を すべき であ ろ う か。 ま た， あ

な たがこ の人工知能に判断を 指示する 立場

の人と し たな ら ， ど のよ う な 指示を すべき

か。 ま た， 設計段階でど のよ う な プロ グ ラ

ム を 組み込んでおく べき か？

こ こ で登場する のが， 倫理であ る 。 倫

理はこ う し た場面での答え を 導き 出し て

く れる と 多く の人は考え， 倫理に頼ろ う

と する 。 では， こ の倫理と は何であ る の

か。 倫理にこ のよ う な局面での価値判断

を 委ねる こ と は正し いのであ ろ う か。

2． 規範と し ての倫理

倫理を 考え る にあ たり ， 上位概念であ

る 規範（ Norm ） から 考えていき たい。

規範と は，「 ①のり 。 てほん。 模範。 ②

〔 哲学用語〕 のっ と る べき 規則。 判断・

評価ま たは行為など の拠る べき 手本・ 基

準」 3 と さ れ，人が行動を 起こ すと き の指

針と なる も のであ る 。

規範は， 理由の如何は問わず， ま ず人

が従う べき 行動様式であ る 。 こ の規範の

一類型と し て， 社会生活を おく る ために

必要と する も のを 社会規範と する 。 こ の

3 株式会社岩波書店 広辞苑第六版

図 1 規範の分類概念図

社会規範の中には， 道徳， 法， 倫理， 慣

習等があ る 。 本稿の目的と する 倫理と い

う も のがこ の中でど のよ う に位置づけら

れる のかを 説明する 。

社会規範は， 人が集団生活を 余儀な く

さ れる が故に， 集団の調和を 保つため守

る べき ルールと し て， 個人的な欲望を 自

制する 規範と し て特徴付けら れる も ので

あ る 4。 人は社会的動物であ り ，己の欲望

のま ま に生き る こ と はでき ず， 社会生活

を 維持する ために他を 慮り ， 自己の望ま

ない形での行動を 行う 。 たと え ば， 寄進

と いっ た食べ物等を 他人に無償で与え る

と いう 行為であ る 。 こ のよ う な行為を 導

く 論理と し て， 道徳， 倫理， 法， 慣習， 伝

統， 規範， 掟， 定め， 宿命， 善行など と

4 こ の社会規範に対比さ れる 規範類型と し ては，

自然規範と 呼ぶべき も のがある 。 こ れは， 自然

科学の法則によ り 人が拠る 行動規範である 。 た

と えば， 雨をし のぐ ために傘を差す， 寒さ をし

のぐ ために服を着る 。 死を受け入れる ， 生き る

ために食物を採り その為に殺生をする ， など で

ある 。 おなじ く 文化規範も 存在する と 考える 。
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いっ た 言葉が混在し て いる 。 こ こ では，

人が自分の本能的欲望に反し てま で行わ

なければなら ない行動を ど のよ う に整理

する かから 始めたい。

2.1． 社会規範の多義性

社 会 規 範 も 更 に 細 分 化 さ れ， 法

（ Law ）， 道徳（ M or a l）， 倫理（ E th ics）

と に分ける こ と ができ る 。

こ の 3 つのカ テゴ リ ーの差異， 同一性，

機能など については， 差別化が困難故に

さ ま ざ ま な議論があ り ， 特に法律学の中

でも ，「 法と 道徳」 と いう テーマは法哲学

上の重要な一課題であ り 続けている 5。

2.2． 倫理・ 道徳・ 法

こ こ で， こ の 3 カ テ ゴ リ ーの意義を 確

認し たい。 ま ず，（ 1） 倫理と は「 ①人倫

のみち。 実際道徳の規範と なる 原理。 道

徳。」と 広辞苑 6 では説明さ れており ，（ 2）

道徳と は「 ①人のふみ行う べき 道。 あ る

社会で， その成員の社会に対する ， あ る

いは成員相互間の行為の善悪を 判断する

基準と し て， 一般に承認さ れている 規範

の総体。 法律のよ う な外面的強制力を 伴

5 碧海純一『 新版 法哲学概論』弘文堂1964年70 

頁， 三島淑臣『 法思想史』 現代法律学講座3聖

林道書院新社1980年171, 279頁， G.W.F. Hegel, 

Grundlinien der Philosophie des Rechts,Hegel 

Werke 7, Surkam p 1821, ss203 参照。
6 株式会社岩波書店 広辞苑第六版。

図 2 法， 道徳， 倫理の相関図

う も のでなく ， 個人の内面的な原理。」と

さ れる 。（ 3） 法と は「 ①物事の普遍的な

あ り 方。 物事を する 仕方。 ま た， それが

し き た り にな っ た も の。 のり 。 おき て。

②社会秩序維持のための規範で， 一般に

国家権力によ る 強制を 伴う も の。」 と 説

明さ れている 。

こ の 3 カ テ ゴ リ ーの 差異に つい て は，

「 強制力」 と いう 点において， 法が他 2 者

か ら 際立つ（ 図 2-A r ea3）。 つま り ， 法

が国家権力によ る 物理的強制力を 持つ点

において， 倫理・ 道徳と 差別化さ れる 。

法は， 国家が後ろ 盾になっ て実現する 社

会規範であ り ， 警察権や裁判所と いっ た

司法制度を 使っ た有形力（ 例え ば強制執

行） で， 望ま れる 行動規範を 実現さ せる

こ と ができ る 。

一方， 道徳は人の内心に働き かける も
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の で あ り ， 望ま れる 行動規範に 従わ な

かっ たと し ても 何ら ペナルティ を 受ける

こ と はない。 良心の呵責に苛ま れる と し

ても ， 本人が自発的に行動し ない限り 何

も 変化は起き ない。 同様に， 倫理も 同じ

であ る 。 強制力を も た な い点において，

道徳と 倫理は 共通する が， 法に 劣後す

る 。

では， 道徳と 倫理はど のよ う に違う の

か。 倫理と 道徳に つい て は， 内心に 訴

え か け る 規範と い う 点で は区別が 難し

い（ 図 2-A r ea5）。 道徳は， 個人や家族と

いっ た小集団を 対象と し 極めて個人的な

内心に大き く 依存する のに対し ， 倫理は

汎用性を 持ち得る 。 つま り ， 道徳は地域

性， 宗教， 慣習など の個人的な要素を 多く 

反映さ せている のに対し ， 倫理は特定の

社会集団に共通の規範と し て適用し 得る 

（ 図 2-A r ea1）。

たと え ば， 生命倫理学と いっ た応用倫

理学の一分野（ 右掲図 3 参照） では， 生

命科学に従事する 研究者間の研究活動を

規律する 規範と し て作用する 。 その研究

者が仏教徒でも キ リ ス ト 教徒でも ， ア メ

リ カ 人でも 日本人であ ろ う と も ， 老若男

女問わず， その一集団で確立さ れた倫理

はその集団内で汎用性を 持つ。 強制力を

も つ法は， 内心の自由ま で踏み込むこ と

はでき ず外形力によ る 強制を 加え る のみ

であ り ， 道徳のよ う に個人的な内心の多

様性を 認めない点において倫理は優位性

を 持つ。

こ の点において， 法の普遍性を 説く 考

え も あ る が， 実際のと こ ろ 法は国家単位

で機能する 規範であ り ， 国を 跨ぐ 規範と

し ては， 倫理に劣る 。 つま り ， 生命倫理

と いう 観点から ， 遺伝子操作に関する 共

通倫理を 科学者間で打ち立てる こ と はで

き ても ， 法にはでき ない。 全ての国家が

統一行動を と り ， 国際条約批准を 行い国

内法によ る 立法規制で実現する と いう の

は事実上， 不可能に近いから であ る 。

2.3． 倫理への期待

倫理が道徳に優る 点は， 上述し たよ う

に汎用性であ る 。 繰り 返し になる が， 道

徳が個人や家族など の小集団に用いら れ

る こ と が多いのに対し ， 倫理は個々人の

関係から 社会に至る ま でよ り 広範に用い

その他の応用倫理学

図 3 倫理学の分類
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ら れる こ と が多く ， そのため， 道徳は日

常生活に おけ る 行動の 基準に はな っ て

も ， 先端科学の現場における 判断基準に

はなり 得ない。

よ っ て， さ ま ざ ま な 応用倫理学が成立

し ， 学問の先端領域で大き な役割を 果た

し ている のであ る 。 法のよ う に国家的な

支援組織を 望ま ず， 尚かつ集団構成員の

内心に働き かけつつも 個人の自発的意思

に基づく 行動を 望むのが倫理であ る 。 つ

ま り 人工知能開発者対する 最も 望ま し い

社会規範は倫理と いう こ と になり ， 現状

の倫理への依拠状況が説明でき る 。

も っ と も ， 倫理学の中にも さ ま ざ ま な

様相があ り ，その議論の歴史は古い 7。 特

に 20 世紀に入り ，科学先端技術の目覚ま

し い進歩によ り ， 倫理学を 新たな領域に

当てはめよ う と する 応用倫理学の成果が

目覚ま し い 8。

すな わち， 倫理の有用性は， 国家的な

立法機関によ る コ ン セン サス 形成を 不要

7 たと えば， アリ ス ト テレ ス の「 ニコ マコ ス 倫理
学」 がある 。 https://ja.w ikipedia.org/w iki/ニコ

マコ ス 倫理学 参照。 パト リ シア・ S・ チャ ーチ

ランド 著・ 信原幸弘， 樫則章， 植原亮訳『 脳が

作る 倫理―科学と 哲学から の道徳の起源にせま

る ―』 化学同人227頁以下2013年参照。
8 人工知能学会倫理委員会によ る 「 人工知能学
会 倫理指針」 については， http://ai-elsi.org/

archives/471 参照。

IEEE（ 米国電気電子学会） の人工知能に対す

る 倫理的考慮に つい て は， The IEEE Global

Initiative for Ethical Considerations in Artificial

Intelligence and Autonom ous System s，

http://standards.ieee.org/develop/indconn/ec/ 

autonom ous_ system s.htm l.参照。

と し ， その組織内で自在に決めら れる と

いう 柔軟性， 個の差異を 前提と し つつも

共通の社会規範を 実現でき る 汎用性が高

く ， 先端科学の規範と し て応用倫理学が

重用さ れる のであ る 。

3． 人工知能と 倫理規範

人工知能は， 開発段階では開発者の倫

理感が人工知能の振る 舞いを 支配する 。

なぜなら ， 人工知能自体は与え ら れたフ

レーム ワ ーク 内でし か動作し ないから で

あ る 。 開発者の選択する ア ルゴ リ ズム が

人工知能の行動や振る 舞いを 規定する の

であ る 。

3.1． 倫理的責任

こ こ では， 倫理的な 責任と はど のよ う

な意味を 持つのであ ろ う か考え たい。 人

工知能と 倫理と い っ た コ ン テ ク ス ト で

は， 人工知能開発者の実装する プロ グ ラ

ムを 構成する ア ルゴ リ ズム に対する 規範

的な 抑制と し て 機能する こ と は既述し

た。 こ こ での倫理は， 人工知能開発「 者」

自身に向けら れた抑制的な社会規範であ

る 。

一方で， 人工知能が何ら かの社会的損

害を 引き 起こ し た場面で， その引き 起こ

さ れた社会的損害の帰責性を 事後的に問

う 場面でも 判断基準と し て倫理が出てく

る 。 それは一面で， 法的帰責事由の根拠
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と も なる も のであ る 9。

こ の場合， 人工知能開発者に倫理的判

断を 任せる と し た 場合， ど の よ う な 原

理・ 原則， 価値判断に基づいて， その倫

理的判断と いう ア ルゴ リ ズム を 実装さ せ

たのかと いう フ レ ーム ワ ーク 自体の設計

思想が問われる 。

3.2． 倫理規範は役立つのか

では， 倫理と いう 規範を 人工知能開発 

段階で組み込むこ と は， ど のよ う な意味

を 持つのであ ろ う か。

こ こ で考え たいのは， 社会的統制の効

率性で あ る 。 あ る 社会問題が 起き た と

き ， それを 如何に解決する こ と が最も 効

率的であ る かと いう こ と であ る 。 こ の場

合の効率性は， 紛争解決に費やさ れる 時

間やマン パワ ーと いっ た社会的コ ス ト 削

減によ っ て実現さ れる 効率性であ る 。

最も 効率的な のは， 社会構成員が自律

的に規範を 遵守し ト ラ ブルを 起こ さ ない

よ う に振る 舞う こ と であ る 。 し かし 現実

は， 社会紛争が頻発し ， こ れの対処と し

て国家規模によ る 法によ る 統制が行われ

9 法と 倫理は， 渾然一体と なっており ， 完全に分

離でき る 部分と そう でない部分が存在する 。 法

自身が倫理的な規範を基にし て成り 立っている

こ と も 事実である 。 たと えば， 法を犯すこ と 自

体が倫理違反である と すれば， 法全ては倫理に

包摂さ れる こ と になり 得る 。 し かし こ れでは，

峻別する こ と の意義が失われて し ま う 。 よ っ

て， 法的責任を問う 場合でも ， その帰責根拠の

模索およ び処罰の軽重を斟酌する 場面で倫理が

出てく る のは当然のこ と と なる 。

る 。 法と いう 社会規範によ る 統制は， 刑

事罰と いっ た法的責任によ る 強制力を 用

い， 人間を 精神的にも 身体的にも 拘束す

る 。 こ のシス テム 維持には， 多大なコ ス

ト を 要する 。

こ れに対し ， 倫理は， 社会に対峙する

個の行動の指標であ っ て， 法のよ う に強

制力を 持たず， 法によ る 他律的な規制で

はなく ， 個によ る 自律的な行動抑制によ

り 社会の幸福と 発展を 実現する 自発的な

行為を も たら す。「 自律・ 分散・ 協調」 を

重んずる ネ ッ ト ワ ーク 社会において は，

よ り 望ま し い社会統制であ る 10。

4． 人工知能開発の将来に向けて

人工知能の将来に向けて 倫理はど のよ

う な役割を 果たすべき であ り ， その姿は

ど のよ う なも のになる べき なのかを 考察

し たい。

4.1． 市場機能

倫理の将来像を 検討する にあ たり ， ま

ず市場（ M arket） と いう 機能を 考慮する

必要があ る 。 人工知能の振る 舞いが問題

と なる 局面は， 人工知能が何ら かの製品

に組み込ま れ， それが商品にと し て市場

10 伊藤博文・ 佐野真一郎「 大学教育における 情報

リ テラ シの方向性」 2001年日本教育工学会第17

回大会講演論文集（ 2001年） available at http://

cals.aichi-u.ac.jp/project/Evangelist/JapanSocie

tyForEducationalTechnology/JSET17.doc
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に出回り 消費者事故と な る 局面であ る 。

つま り ， 一般消費者が人工知能の加害行

為の被害者と なる 状況を 考え る 必要があ

る 。

た と え ば自動運転の で き る 自家用車

に 装備さ れた 自動運転プ ロ グ ラ ム に 組

み込むモ ジ ュ ールと し て 倫理 M odel A 

と 倫理 M odel B と い う 商品が あ る と す

る 。 M odel A は 人命を 尊重し ， 如何な

る 場合も 人身事故を 回避する 行動を と る

こ と 選択する 倫理モジュ ールであ る 。 一

方 M odel B は， 人命よ り も 走行の 効率

性を 優先する 。 目的地にま で確実に短時

間で到達する こ と が重視さ れ， 人身事故

を 引き 起こ し そう な場面では功利的な考

慮を 行い被害者数の少ない選択肢を 選ぶ

と する 。 こ れを 自動運転プロ グ ラ ム に入

れる と き ， 自動運転車を 購入する 一般消

費者が， あ たかも 任意保険の保障内容を

選択する よ う に選ぶと する 。 つま り ， 倫

理の商品化であ る 。 人工知能搭載倫理モ

ジュ ールを 商品と し て， 倫理の善し 悪し

を 市場に委ねる 方法であ る 
11
。

し かし な がら ， こ のよ う な 市場によ る 

社会的選択の選好は機能し にく い。 それ

は， 単純に市場における 需要供給のバラ

ン ス が導く 売買価格で決めら れる 問題で

はない。 つま り ， 廉価で安全に配慮し な

11 倫理の形成にあたり ， 社会の要請を反映さ せ

る こ と を主張する も のと し て，「 ロ ボッ ト・ A I の

社会的影響（ 8） 中央大学教授・ 平野晋氏」 日刊

工業新聞2016年7月13日がある 。 https://w w w . 

nikkan.co.jp/articles/view /00392496

い人工知能倫理モジュ ールが， 市場を 席

巻し 事実上の標準（ De f acto standard）

になっ てし ま う と も はや倫理問題はなく

なり ， 何も 機能し ない。

4.2． 営利行為と 倫理

も っ と も ， 人工知能の引き 起こ し た社

会的責任を 全て製造者に負わせる と すれ

ば， 人工知能開発者の取る 選択肢は， 法

的に最も 責任回避が可能なア ルゴ リ ズム

であ り ， 製造者の利潤を 最大化する ア ル

ゴ リ ズム を 実装する のは明白であ り ， 社

会規範と し ての倫理は機能し なく なる 。

こ れま で例と し て 考え て き たト ロ ッ コ

問題を 解決する のは， 弁護士と 法であ る

と する 考え があ る 12。 つま り ， 自動運転

車に 搭載さ れる 人工知能を 開発する の

は， 営利企業であ る 自動車製造会社であ

り ， 営利企業の至上命題は利潤追求であ

る 。 人工知能に倫理を 持たせ判断さ せる

必要など はなく ， ト ロ ッ コ 問題において

は， 如何に法的リ ス ク を 回避でき る かを

最適解と する 。 つま り ， 人工知能の振る

舞いと し て， たと え 事故が起き る よ う な

状況に入っ たと し ても ， 最も 法的責任が

12 Bryan Casey, Am oral Machines, or : How 

R oboticists Can Learn to Stop Worrying and 

Love the Law , NorthWestern Univ Law  Review  

Vol.111 231(2017). こ れを 紹介する 記事と し て

は，「 自律走行車の「 ト ロ ッ コ 問題」 を解決する

のは， 技術でも 倫理でも なく「 弁護士」かも し れ

ない」https://w ired.jp/2017/09/08/autonom ous-

vehicles-trolley-problem /参照。
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軽く なる 選択肢を 選ぶよ う なア ルゴ リ ズ

ム が選択さ れプロ グ ラ ム が書かれる 。 一

旦， 事故が起き 人工知能の民事責任が問

われれば， 賠償責任主体と し ての企業自

体の利潤が減少する 。 こ れを 回避する た

めには， も っ と も 安価な損害を 想定する

こ と であ る 。 法的責任を 最も 安価に回避

でき る 行動が人工知能の倫理と なる と す

る 13。

こ の問題点は一考に値する が， こ のよ

う な思考様式そのも のが人工知能開発に

おいて危惧さ れ避けなければなら ない問

題で あ り ， 倫理が 統制すべき 問題で あ

る 14。

4.3． 倫理に必要なも の

では， こ れから の倫理に必要な も のは

何であ ろ う か。

予期さ れ得る 限り 全て 危険に対し 回避

する ア ルゴ リ ズム を プロ グ ラ ミ ン グ し て

おく こ と は， 人工知能開発者と し てのプ

ロ グ ラ マ ーに と っ て 当然の こ と で あ ろ

う 。 人身損害に繋がる よ う なリ ス ク を 回

避する ア ルゴ リ ズム を 組み込むこ と は信

13 伊藤博文「 人工知能の民事責任について」 愛知

大学法学部法経論集第206号67頁（ 2016年）参照。

Available at: http://cals.aichi-u.ac.jp/products/ 

articles/OnCivilLiabilityOfA Iv2.pdf
14 こ う し た考え方を批判する 主張が引き 合いに

出すのが「 フォ ード・ ピント 事件」 である 。「 法

と 経済学」 学派およ び功利主義に対する 批判と

し てし ばし ば引用さ れる 。 https://ja.w ikipedia.

org/w iki/フォ ード ・ ピント 参照。

頼性設計（ f a il sa fe） と し て 不可欠であ

る 。 し かし ， 予見でき ない危険に対し て

プロ グ ラ ミ ン グ でき ないこ と ， ま た危険

と し てプロ グ ラ マーが考え ないこ と に対

し て倫理的に非難する こ と が可能であ ろ

う か。 人工知能の振る 舞いに対する 法的

責任追及は， 人工知能の製造者に対し て

問われる 。 多く の場合， 営利企業であ る

製造株式会社で あ れば， プ ロ グ ラ ム ・

コ ード を 書い た プ ロ グ ラ マ ーだ け で な

く ， 当該会社そのも のが法人と し て責任

を 追及さ れる 。 その責任を 追及する 場面

では， 法的紛争になれば裁判所が判断す

る こ と になり ， 法的紛争にま で行き 着か

ない場合は，社会構成員間の合意（ 和解・

示談） で判断さ れる 。 むし ろ 人工知能の

開発段階で倫理感を 人工知能に植え 付け

る こ と は現状では考え にく く ， 人工知能

の f a il sa fe と し てのプロ グ ラ ム ・ コ ード

が， 人間の規範であ る 倫理と なろ う 。

われわれが民主主義を 取る 以上は， 社

会的コ ン セン サス は， 当該社会構成員の

総意で判断さ れる 。 こ の「 正し い情報を 得

た上での同意（ inform ed consent）」 が将

に倫理であろ う 
15
。 その為にも ， 倫理の熟

慮と 議論が不可欠と なっ てく る のである 。

さ ら には， 国民一般や市井の人々の意

見を 無視し て， 一部の技術者やエリ ート

15 イ ンフ ォ ームド ・ コ ンセント については， ブ

レ ント ・ ガーラ ンド 編著・ 古谷和仁， 久村典子

訳『 脳科学と 倫理と 法』 みすず書房106頁2007

年参照。
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が作り 出し た「 倫理」が一人歩き し て， 人

工知能の振る 舞いを 制御する こ と は， ブ

ラ ッ ク ボッ ク ス 化を 増長さ せ， 民主主義

と は反する 結果を も た ら すこ と にな る 。

開かれた倫理策定議論が必要と なっ てく

る のであ る 16。

次に， 倫理を 構成すべき 要素は， 至適 

基準（ grand truth） で あ る 。 至適基準

は，「 その場でえら れた情報」 であり ， 現

地で 得ら れる 情報で あ り メ タ データ で

は な く ， 経験知的な データ で あ る （ 図

2-A rea7）。 人工知能に倫理の基本と し て

教え る にあ たり ， こ の知識は間違っ てい

ないと 教え ら れる も のであ る 。 あ ら ゆる

分野における 秀でた模範（ gold standard）

と も 呼ばれ， 科学実験における 間違いの

ない基準や専門的行為の最適な形態や手

順・ 結果を 基礎と し なければなら ない。 そ

し て， こ う し た至適基準を 正し く 当ては

める 力が必要と なる 。 こ う し た知識を 集

合知と いう ビ ッ グ データ と し て実装し 判

断基準と する こ と が必要である 。

4.4． 倫理教育

さ ら には， 社会的選択を 強いら れる 場

16 倫理に「 幸福」 と いう 考え を 入れる べき と

主唱する のは， 三木清『 人生論ノ ート 』 であ

る 。 http://w w w .aozora.g r .jp/cards/000218/ 

files/46845_ 29569.htm l。 ま た幸福学(Well-being)

の観点から 人工知能・ 倫理を 構築する と いう

研究方向も 注目さ れる 。 瀬戸隆「 Well-Being 

Com puting:A I と ゲノ ミ ク ス から の展望」 人工知

能32巻1号2007年87頁参照。

面において， 社会構成員の一部の者達だ

けに選択権を 委ねる のではなく ， ネッ ト

ワ ーク 社会の特質を 理解し た上で個々人

が最善の選択ができ る 状態にあ る よ う に

する ためにも ， 応用倫理の教育が必要で

あ る 。 法規制と いっ た国家や一部の権力

者によ る 管理統制を 回避し ， 息苦し い社

会にし ないためにも ， 個の意識発揚を 促

す倫理教育が重要と なる 。

こ れは 人工知能開発者向け の みな ら

ず， 高度な情報社会においては， 社会構

成員すべてに向けて， 倫理と いう も のの

醸成が不可欠と なり ， それを 可能にする

のは教育であ る 。

4.5． e 倫理

こ こ ま で人工知能と 倫理と いう 考察に

おいては， 人間であ る 人工知能開発者の

倫理について考え てき たが， 技術的特異

点（ T echn ica l Sing u lar ity ） 以降は， 人

工知能が自律的に考え て振る 舞う こ と と

なる と 予測さ れる 
17
。

こ のと き は， ど のよ う な 倫理に基づき

人工知能は振る 舞う のであ ろ う か。 つま

り ， 倫理を 人工知能自身に考え さ せ， 人

工知能に倫理的な振る 舞いを 行わせる 段

階と なる 。

17 伊藤博文「 法的特異点について」 愛知大学情

報メ ディ アセンタ ー紀要『 COM』 Vol.26/No.1第

41号13頁（ 2016年）

available at http://cals.aichi-u.ac.jp/products/

articles/OnJudicialSingularityV1.pdf
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倫理は， 人間の行動様式を 規制する 規 

範と し て作用する 。 し かし 人工知能はす

べてプロ グ ラ ム であ る コ ード で制御さ れ

る 。 こ のコ ード 自体が倫理と 呼ぶも のと

なり ， こ の倫理を 人工知能自ら に判断さ

せる のが e 倫理（ eE th ics） であ る 。

で は， そ も そ も 人 工 知 能 は， 倫 理

を 生 み 出 せ る の で あ ろ う か。 肯 定 的

（ positiv e） な 考え 方で あ れば， 無論可

能と する であ ろ う 。 倫理が人類の集合知

（ Collectiv e I n tellig ence） であ る と すれ

ば， その集合知を 持っ た人工知能なら 生

み出すこ と は可能であ る 。 倫理を 構成す

る イ デオロ ギーが有限個の知識の組み合

わせであ る なら ， あ ら ゆる イ デオロ ギー

はコ ード 化でき る 。 こ う し たコ ーディ ン

グ が可能であ れば， 無限と も 思え る 倫理

コ ード から 成る ビ ッ グ データ 内での凄ま

じ い数の組み合わせの中から ， テキ ス ト

マイ ニン グ 技術を 使い人工知能が正し い

も のを 選び出せばよ い。

こ れま で人類が蓄積し て き た知的資産

を 読み込ま せ， 倫理と は何かを 導き 出さ

せる こ と も 可能と なる 。 人工知能を 使っ

て倫理を 突き 止める のであ る 
18
。

18 チェ ン・ ド ミ ニク 教授は，「 人間が計算機と

同じ く 合理的な存在であれば， 倫理問題は存在

し ないと も いえる 。 純粋に人間個体の価値を，

ジェ ンダーや年齢， 社会属性と いったメ タ デー

タ から 数値化し て評価でき ればト ロ ッ コ 問題も

すぐ に解決でき る 。 中略 原理的にアルゴリ ズ

ムでは処理でき ない情動や感情が合理的判断と

衝突する かだと 考えら える 。」 と さ れる 。 チェ

ン・ ド ミ ニク 「 生成的倫理と その広告への適用

について」 人工知能32巻4号509頁2017年。

こ れを 進め れば， リ ア ル タ イ ム の 価

値判断が 可能と な る 19。 倫理が 集合知

（ Collectiv e I n tellig ence） で あ る な ら

ば， でき る だけ多く の社会構成員のパラ

メ ータ ーを 事前に登録し ておき ， 判断を

求めら れたと き に， こ れを 利用し て瞬時

に判断さ せる 。 倫理と いう 社会規範が，

その社会における 構成員にと っ て合意で

き る も のであ れば良いと する なら ， 瞬時

に判断さ せれる こ と が可能であ ろ う 。 人

間の遅い反応を 待っ ていては答え が瞬時

に求めら れないので， 予め倫理的要素の

パラ メ ータ ーを 設置し ておく のであ る 。

たと え ば， ト ロ ッ コ 問題であ れば， 人

数， 年齢， 性別， 体型， 社会的地位を パ

ラ メ ータ ーと し て， ど れを 優先する かを

予め人工知能に登録さ せておき ， 判断が

必要になっ たと き こ のエン ジン に問い合

わせを する と ， 倫理的最適解が導き 出さ

れる のであ る 
20
。

19 Digital Ethics に つ い て は， http://w w w .
oecd.org/science/w e-need-to-talk-about-digital-

ethics.htm , https://w w w .oii.ox.ac.uk/research/

digital-ethics-lab/ 参照。
20 こ のと き ， 倫理を含めて社会規範は構成員の
集合知である から ， パラ メ ータ ーの強さ が判定

基準と なる 。 そこ で問題と なる のは， 状況把握

能力である 。 自動運転車の人工知能がど れだけ

細かい状況把握ができ る かである 。 今ひき 殺そ

う と し ている 人物の年収をど う やって予測する
のか アルゴ リ ズム の優れた A I シス テム を 市

場に選択さ せたり する のは危険ではないか、パ
ラ メ ータ ーの選定が恣意的になら ないか、と
いった問題が想定さ れる 。
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5． おわり に

倫理に求めて いる のは， 判断基準であ

る 。 ト ロ ッ コ 問題でど ちら にハン ド ルを

切る べき かを 教え て く れる 規範であ る 。

当然の こ と な が ら ， 社会が 変化する 以

上， 社会規範も 変化する 。

人工知能倫理は， 常に未来へ向かっ て

の規範と なる はずであ る 。 未来と 現在の

違いは， 時間的な差異であ る が， その時

間の量について は未定義であ る 。 1 秒後

の 自分， 1 分後， 1 時間後， 1 月後， 1 年

後， 10 年後の自分を 比べてど れだけの差

異を 発見でき る かが未来予測であ る 。 容

易ではないこ と は論を 待たない。 過去で

も 同様であ る 。 一秒前の自分を 過去と は

思え ない。 過去と 現在に瞬時の差異は見

いだせないから であ る 。 時間が変化する

以上， 倫理も 時代と 共に変化する と いう

こ と であ る

さ ら に， 地域， 構成集団によ り 倫理は

異なり 得る 。 倫理に期待する 普遍性と 矛

盾する が， こ れも 宿命であ る 。 地域差に

おいては， ア メ リ カ と 日本では倫理観が

異なっ ても 当然であ る 。 構成集団が変動

要素にな る こ と も 当然であ る 。 倫理は，

こ の地球上の或る 地域の或る 集団が或る

時代に 共有する 社会規範で あ る 。 よ っ

て， 倫理を 形作れる のは或る 集団の構成

員の価値観であ る 。 その価値観が一致す

る のであ れば， それが倫理と いう こ と に

なる 。

普遍性を 期待でき な い倫理と いう 社会

規範を 持ち出すべく も なく ， 人工知能の

なすべき 振る 舞いを 望ま し い形で制御で

き ればよ いのであ る から ， こ れを 倫理と

呼ぼう が， ルールと 呼ぼう がなんでも 良

いのではと 考え る こ と も 可能であ ろ う 。

し かし ， 人工知能を はじ め先端科学で求

めら れている のは， 人類が伝統的に使い

分け て き た 社会規範と し て の 倫理で あ

る 。 人工知能と いっ た先端技術を 開発す

る 人間に対し ての倫理であ る 。

こ の伝統的な 倫理と いう 社会規範に新

たな要素を 組み込むこ と で， よ り よ い倫

理が生ま れてく る こ と に期待し たい。 そ

のためにも ， こ の分野の研究は， 人工知

能のみなら ず， 哲学や認知科学と いっ た

学際的な研究が求めら れる のであ る 。
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